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議第92号

京都市市税条例の一部を改正する条例の制定について

　京都市市税条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和７年９月19日提出

京 都 市 長 松 井 孝 治

京都市市税条例の一部を改正する条例

　京都市市税条例の一部を次のように改正する。

　附則第４条の２中「令和３年４月１日」を「令和８年４月１日」に改める。

附 則

（施行期日）

１　この条例は、公布の日から施行する。

（適用区分）

２　この条例による改正後の京都市市税条例附則第４条の２の規定は、令和

８年４月１日以後に終了する各事業年度分又は各連結事業年度分の法人税

割について適用し、同日前に終了した各事業年度分又は各連結事業年度分

の法人税割については、なお従前の例による。

提案理由

　市民税の法人税割の税率の特例措置の適用期限を延長する必要があるので

提案する。




